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北上地区消防組合消防本部      

消防長 高 橋 主 夫       

 

   北上地区消防組合消防通信規程の一部を改正する訓令 

 

 北上地区消防組合消防通信規程（平成８年北上地区消防組合消防本部訓令第２号）の一

部を次のとおり改正する。 

改正前 改正後 

別表別表別表別表１１１１（第３条関係） 

無線

局の

種別 

呼出し名称 設置場所又は常置場所 車名等 

固定

局 

基地

局 

 〔略〕   

陸上 

移動

局 

 〔略〕   

きたしょう50 同    上 携帯 

 〔略〕   

きたしょう55 同    上 同上 

 きたしょう56 同    上 同上 

きたしょう57 同    上 同上 

きたしょう58 同    上 同上 

きたしょう59 同    上 同上 

きたしょう60 同    上 同上 

きたしょう61 

 

同    上 同上 

きたしょう63 同    上 同上 

 〔略〕   

きたしょう69 

 

同    上 同上 

きたしょう71 同    上 同  

きたしょう81 同    上 同上 

きたしょう90 同    上 同上 

きたしょう91 同    上 同上 

 きたしょう92 同    上 同上 

 きたしょう93 同    上 同上 

 きたしょう94 

 

同    上 同上 

 きたしょう103 同    上 同上 

  〔略〕   

 きたしょう107 同    上 同上 

 きたしょう109 同    上 同上 

 きたしょうきゅうじょ11 同    上 同上 

  〔略〕   

 きたしょうきたかみ１ 同    上 同上 

        別表別表別表別表１１１１（第３条関係） 

無線

局の

種別 

呼出し名称 設置場所又は常置場所 車名等 

固定

局 

基地

局 

 〔略〕   

陸上 

移動

局 

 〔略〕   

きたしょう51 同    上 携帯 

 〔略〕   

きたしょう55 

 

 

同    上 同上 

 きたしょう58 

 

同    上 

同上 

きたしょう60 同    上 同上 

きたしょう61 同    上 同上 

きたしょう62 同    上 同上 

きたしょう63 同    上 同上 

 〔略〕   

きたしょう69 同    上 同上 

きたしょう70 同    上 同上 

きたしょう71 同    上 同上 

きたしょう72 同    上 同上 

きたしょう73 同    上 同上 

きたしょう74 同    上 同上 

きたしょう75 同    上 同上 

きたしょう76 同    上 同上 

きたしょう78 同    上 同上 

きたしょう79 同    上 同上 

きたしょう103 同    上 同上 

  〔略〕   

 きたしょう107 

 

同    上 同上 

 きたしょうきゅうじょ11 同    上 同上 

  〔略〕   

 きたしょうきたかみ１ 同    上 同上 



    

 きたしょう21 北上市和賀町藤根17地割70番地 

北上消防署和賀中部分署 

21号車 

  〔略〕   

 きたしょう72 同    上 携帯 

きたしょう73 同    上 同上 

きたしょう74 同    上 同上 

きたしょう96 同    上 同上 

きたしょう97 同    上 同上 

きたしょう３ 北上市相去町平林３番地５ 

北上消防署大堤出張所 

３号車 

きたしょう25 同    上 25号車 

きたしょう26 同    上 26号車 

きたしょうきゅうきゅう

２ 

同    上 救急２号車 

きたしょう75 同      携帯 

きたしょう76 同    上 同上 

きたしょう77 同    上 同上 

きたしょう78 同    上 同上 

 きたしょう31 和賀郡西和賀町清水ヶ野18地割４番地７ 

西和賀消防署 

31号車 

 〔略〕   

きたしょう82 同    上 携帯 

きたしょう83 同    上 同上 

きたしょう84 同    上 同上 

きたしょう98 同    上 同上 

きたしょう99 同      同上 

きたしょうきたかみ２ 同    上 同上 

きたしょう35 和賀郡西和賀町川尻40地割103番地６ 

西和賀消防署湯田出張所 

35号車 

 〔略〕   

きたしょう85 同    上 携帯 

きたしょう86 同    上 同上 

きたしょう87 

 

同    上 同上 

  〔略〕 

  

 

 きたしょうきたかみ２ 同    上 同上 

 きたしょう21 北上市和賀町藤根17地割70番地 

北上消防署和賀中部分署 

21号車 

  〔略〕   

 きたしょう81 同    上 携帯 

 きたしょう82 同    上 同上 

 きたしょう83 同    上 同上 

 きたしょう84 同    上 同上 

 きたしょう86 同    上 同上 

 きたしょう25 

 

 

北上市相去町平林３番地５ 

北上消防署大堤出張所 

25号車 

 きたしょう26 同    上 26号車 

 きたしょうきゅうきゅう

２ 

同    上 救急２号車 

 きたしょう50 同    上 携帯 

 きたしょう56 同    上 同上 

きたしょう57 同    上 同上 

きたしょう59 同    上 同上 

きたしょう31 和賀郡西和賀町清水ヶ野18地割４番地７ 

西和賀消防署 

31号車 

 〔略〕   

きたしょう90 同    上 携帯 

きたしょう91 同    上 同上 

きたしょう92 同    上 同上 

きたしょう93 同    上 同上 

きたしょう94 同    上 同上 

きたしょう95 同    上 同上 

きたしょう35 和賀郡西和賀町川尻40地割103番地６ 

西和賀消防署湯田出張所 

35号車 

 〔略〕   

きたしょう96 同    上 携帯 

きたしょう97 同    上 同上 

きたしょう98 同    上 同上 

きたしょう99 同    上 同上 

  〔略〕 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、平成23年11月５日から施行する。 


